
《子ども会における委託バス利用規程》 
 

1．運行範囲  日帰りができる範囲 ※おおむね往復２５０ｋｍを限度とする。 

 

2. 運行時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで(発着地とも) 

 

3．乗車人員  原則２０名以上５２名以下とする。 

（高速道路を利用する場合は、２０名以上４５名以下） 

大型（正座席４５＋補助席７） 

中型（正座席２８＋補助席なし） 

小型（正座席２２＋補助席７） 

 

4．使用料   無料  

ただし、次に掲げる経費等は、利用者が負担するものとする。 

① 有料道路使用料（バス会社のＥＴＣ利用者は当日に精算すること） 

② 有料駐車場使用料（当日精算） 

③ 施設の入場料金 

④ バス燃料費（バス利用月の翌々月中旬頃に市から「納入通知書」を送付

しますので銀行で納めてください。） 

 

5．利用団体  利用できる団体は、下記のいずれかに該当する団体とする。 

① 地域において計画的、継続的に活動している子ども会 

② 成田市子ども会育成連合会に登録している団体 

 

6．利用内容  社会教育施設の見学や体験活動などの、教育活動を行う場合に限りバスが

利用できる。海水浴や遊園地、ホテルのバイキング等の会員の娯楽・親睦

を主目的とした事業は対象としない。 

社会教育施設の例：博物館、美術館、科学館、青少年自然の家など 

 

7．利用方法  ①利用希望申請書を提出（未加入団体は、会員名簿、今年度活動計画書、

前年度活動報告をあわせて提出する。） 

②利用計画書・参加者名簿を提出（市外の場合は、道路地図も添付する。） 

※利用予定日の３ケ月前の２５日までに提出 

③利用後、速やかに、利用報告書を提出 

④利用した翌々月にバス燃料費の納入 

 

提出先 成田市教育委員会生涯学習課 

〒286-8585 成田市花崎町 760 

TEL：0476-20-1583 FAX：0476-24-4326 

 

8．その他   年間利用回数は、年１回とする。  

利用する台数は、原則１回１台とする。 

集合・解散場所はそれぞれ１箇所とする。 

       10 月・11 月はバス会社が繁忙期のため、バス会社との調整が必要となる。 



利用計画書の作成についての留意事項 

 

委託バスは、観光バスではありませんので、利用する者が責任をもってバスの運行経路、

駐車スペース等を確認してください。 

 

子ども会の体験・教育活動のための移動手段です。子ども達の体調管理や活動時間の確

保などに無理が生じないように計画してください。 

 

1．運行経路  狭い道路を避け、バスが余裕をもって運行できる道路を選定してく

ださい。 

 大型車両の通行規制・進入禁止がある道路を事前に確認して、経路を

変更するか、通行する必要があるときは、利用者が通行許可の手続き

をしてください。 

 行き先や経路は予定時刻・各移動距離も詳細に記入してください。 

2．運転時間  バスの速度規制は乗用車と異なりますので、余裕のある時間配分を

お願いします。 

3．駐車場所  現地でのバスの駐車は、利用者で責任を持って、駐車スペースを手配

してください。 

 路上での乗降はできませんので、ご協力をお願いします。やむをえず

路上での乗降をする場合は、必ず運転手の指示に従ってください。 

4．その他  雨天時計画書を提出した場合のみ、雨天による当日の行き先の変更

ができます。 

 

バス利用上の注意 

 

1．安全を第一としますので、安全上必要と判断される場合は、運行経路、駐車場所、乗降

場所を運転手が変更することもありますので、ご了承ください。 

2．利用する方は添乗員の役割をする「引率責任者」を必ず決めてください。 

3．引率責任者は、非常時に対応が取れるよう、常に運転手と連絡がとれる前方の席を確保

してください。 

4．乗客の乗降に際しては、全員が乗降完了するまで乗降口で確認してください。 

5．運転手への寸志、昼食の準備は必要ありません。 

6．燃料代は、走行距離により負担していただきます。（後日支払い） 

 

利用報告書の記載の注意事項 

 

1．利用後には、利用報告書を提出してください。 

2．内容は、簡潔に箇条書き等で記入してください。 

3．学習の成果は、子どもと育成者について記入してください。 

 

【提出・問合せ先】成田市教育委員会生涯学習課 

〒286-8585 成田市花崎町 760 

TEL：0476-20-1583 FAX：0476-24-4326 


